
④その他ご利用者の実費負担の対象となるもの

尿取りパット代 　　　３３円 持参の場合は除きます

種　　類 　　料　金 備　　　　考

食事代 １，１００円 １食あたり

行事活動費などのレクリエーション費用 　　実　費 内容により異なります

不織布マスク代 　　　３３円 持参の場合は除きます

備　考　　上記には、消費税が含まれております。

おやつ代 　　１１０円 １食あたり

紙おむつ代 　　１６５円 持参の場合は除きます
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6.利用料金

株式会社クラブツーリズム・ライフケアサービス
クラブツーリズム　まごころ倶楽部 三鷹



①基本料金

・次の表の金額は、介護保険法で定める通所介護サービス基本となる報酬単位をもとに計算された料金です。

・基本料金は、ご利用者の要介護状態、サービス提供時間によって異なるほか、自己負担金額については

　年金収入等の所得に応じて、負担割合が異なります。

・基本料金に記載された金額に、介護保険法で定めるご利用者のご利用状況に該当する各種「加算」が付加、

　「減算」が控除されます。（③加算・減算を参照）

　〔基本料金〕

１割の場合 ２割の場合 ３割の場合

７０３円 １，４０６円 ２，１０９円

８３０円 １，６６０円 ２，４９０円

９６２円 １，９２３円 ２，８８４円

１，０９３円 ２，１８５円 ３，２７８円

１，２２６円 ２，４５２円 ３，６７８円

１割の場合 ２割の場合 ３割の場合

７１５円 １，４２９円 ２，１４４円

８４５円 １，６９０円 ２，５３５円

９７８円 １，９５５円 ２，９３２円

１，１１２円 ２，２２４円 ３，３３６円

１，２４８円 ２，４９５円 ３，７４３円

１割の場合 ２割の場合 ３割の場合

６２４円 １，２４８円 １，８７２円

７３６円 １，４７２円 ２，２０８円

８５１円 １，７０１円 ２，５５１円

９６３円 １，９２５円 ２，８８７円

１，０７７円 ２，１５３円 ３，２３０円

※基本料金は、実際にサービスの提供に要した時間でなく、居宅サービス計画に定められた通所介護サービスに
　要する目安の時間を標準と致します。

②利用者負担金
　　介護保険法の適用になるご利用者（要介護認定を受けている方）は①基本料金と③加算・減算の利用者負担額
　　をお支払い頂きます。（消費税は課税されません）
　　但し、介護保険の給付の範囲を超えた場合は、全額自己負担(①基本料金と③加算・減算のサービス利用料金)
　　となります。この場合、別途消費税を①基本料金と③加算額・減算額の合計額に対してお支払い頂きます。

利用者負担額

７時間以上８時間未満

要介護１ ７，０２７円

要介護２ ８，２９８円

要介護３

サービス提供時間 要介護等の区分 サービス利用料金

サービス提供時間 要介護等の区分 サービス利用料金

要介護３ ９，７７２円

要介護４ １１，１１７円

９，６１２円

要介護４ １０，９２５円

要介護５ １２，２６０円

サービス提供時間 要介護等の区分 サービス利用料金
利用者負担額

利用者負担額

８時間以上９時間未満

要介護１ ７，１４４円

要介護２ ８，４４７円

８，５０１円

要介護４ ９，６２２円

要介護５

要介護５ １２，４７４円

１０，７６５円

６時間以上７時間未満

要介護１ ６，２３７円

要介護２ ７，３５８円

要介護３



③加算・減算
　　介護保険法で定められている通所介護サービスにかかる加算は以下の通りです。

１割の場合 ２割の場合 ３割の場合

６０円 １２０円 １８０円

８２円 １６３円 ２４４円

２２円 ４３円 ６４円

４３円 ８６円 １２９円

５９円 １１８円 １７７円

１７１円 ３４２円 ５１３円

４３円 ８６円 １２９円

２０円 ３９円 ５８円

総利用額の
9.2％に対し1割

総利用額の
9.2％に対し2割

総利用額の
9.2％に対し3割

３２円 ６４円 ９６円

６４円 １２８円 １９２円

□加算の該当条件

※1…専従の機能訓練指導員を１名以上配置し、身体機能及び生活機能の維持・向上を目標とした機能訓練

サービスの実施 

※2…専従の機能訓練指導員を２名以上配置し、身体機能及び生活機能の維持・向上を目標とした機能訓練

サービスの実施 

※3…※1の機能訓練サービスを実施し、ご利用者様ごとの個別機能訓練計画等の情報を厚生労働省に提出し、

　　 サービス実施時に必要に応じて情報を活用する場合

※4…入浴中のご利用者様の観察を含む介助を行った場合

※5…機能訓練指導員等が居宅の浴室で入浴が行えるよう入浴計画を作成し、ご利用者様の観察を含む介助を

　　 行った場合

※6…口腔機能向上のため、口腔内清掃、摂食、嚥下機能の訓練を実施し、ご利用者様ごとの口腔機能改善

　　 管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、サービス実施時に必要に応じて情報を活用する場合

※7…厚生労働省にご利用者様の介護に関わる基本的な情報を一定期間ごとに提出し、公表された介護データ

　 　を基に、必要に応じサービス計画を見直す等、ケアの質の向上を図るための加算

※8…介護福祉士の資格を有した職員の配置（介護福祉士の割合）を強化していることによる加算

※9…介護職員等の処遇改善のための加算

※10…ＡＤＬの維持又は改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合

　　介護保険法で定められている通所介護サービスにかかる減算は以下の通りです。

１割の場合 ２割の場合 ３割の場合

－５１円 ―１０１円 ―１５１円

※各種加算は、ご利用者がそれぞれ該当するサービスをご利用された場合に適用され、
　送迎が実施されなかった場合に減算されます。

加算の種類 ご請求の単位 サービス利用料金
利用者負担額

個別機能訓練加算Ⅰ（イ）(※1)
個別機能訓練サービスの

ご利用1回につき ５９８円

個別機能訓練加算Ⅰ（ロ）(※2)
個別機能訓練サービスの

ご利用1回につき ８１１円

個別機能訓練加算Ⅱ (※3)
個別機能訓練サービスの

ご利用ひと月につき ２１３円

入浴介助加算（Ⅰ）(※4)
入浴介助サービスのご利

用1回につき ４２７円

入浴介助加算（Ⅱ）(※5)
入浴介助サービスのご利

用1回につき ５８７円

口腔機能向上加算（Ⅱ）(※6)
口腔機能向上サービスの

ご利用1回につき １，７０８円

サービス提供体制強化加算Ⅱ(※8)
通所介護サービスのご利

用1回につき １９２円

科学的介護推進体制加算(※7)
通所介護サービスのご利

用ひと月につき ４２７円

介護職員等処遇改善加算Ⅰ(※9)
基本料金・加算・減算の

月額総利用額につき
月額総利用額(基本料金・

加算・減算)の9.2％

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）(※10)
通所介護サービスのご利

用ひと月につき ６４０円

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）(※10)
通所介護サービスのご利

用ひと月につき ３２０円

利用者負担額

送迎を行なわない場合の減算
送迎を実施していない
場合（片道につき） －５０１円

減算の種類 減算の該当条件 サービス利用料金


